
別記様式第29号（第14関係） 

 

 埼玉県公安委員会告示第 192 号 

 次の遊技機の型式について、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年

法律第122号）第20条第４項の検定を行ったので、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規

則（昭和60年国家公安委員会規則第４号）第９条第１項の規定により次のとおり告示する。 

    令和６年11月８日 

 

                     埼玉県公安委員会委員長  加村 啓二 

 

１ 

申 請 者 の 氏 名 又 

は 名 称 及 び 住 所 

株式会社大都技研 

東京都台東区東上野一丁目１番１４号 

法 人 に あ っ て は 、 

そ の 代 表 者 の 氏 名 

 

木原海俊 

型 式 

の 

概 要 

遊技機の種類 ぱちんこ遊技機 

遊技機の区分 ぱちんこ遊技機 

型 式 名 ｅ／押忍番長漢の頂／Ｌ０９ 

製 造 業 社 名 株式会社大都技研 

検 定 番 号 ４Ｐ１１２３ 

検 定 の 有 効 期 間 令和６年11月８日から３年間 

２ 

申 請 者 の 氏 名 又 

は 名 称 及 び 住 所 

株式会社藤商事 

大阪府大阪市中央区内本町一丁目１番４号 

法 人 に あ っ て は 、 

そ の 代 表 者 の 氏 名 

 

今山武成 

型 式 

の 

概 要 

遊技機の種類 ぱちんこ遊技機 

遊技機の区分 ぱちんこ遊技機 

型 式 名 Ｐ緋弾のアリア～緋緋神降臨～８８Ｖｅｒ．ＦＶＡ 

製 造 業 社 名 株式会社藤商事 

検 定 番 号 ４Ｐ１１０４ 

検 定 の 有 効 期 間 令和６年11月８日から３年間 

３ 

申 請 者 の 氏 名 又 

は 名 称 及 び 住 所 

株式会社ＪＦＪ 

大阪府大阪市中央区内本町一丁目１番４号 

法 人 に あ っ て は 、 

そ の 代 表 者 の 氏 名 

 

松下智人 

型 式 

の 

概 要 

遊技機の種類 ぱちんこ遊技機 

遊技機の区分 ぱちんこ遊技機 

型 式 名 Ｐとある魔術の禁書目録２ Ｌｉｇｈｔ ＪＷＸ 

製 造 業 社 名 株式会社ＪＦＪ 

検 定 番 号 ４１０６０８ 

検 定 の 有 効 期 間 令和６年11月８日から３年間 

 

 

 

 

 

 



４ 

申 請 者 の 氏 名 又 

は 名 称 及 び 住 所 

株式会社高尾 

愛知県名古屋市中川区中京南通三丁目２２番地 

法 人 に あ っ て は 、 

そ の 代 表 者 の 氏 名 

 

内ヶ島吉則 

型 式 

の 

概 要 

遊技機の種類 ぱちんこ遊技機 

遊技機の区分 ぱちんこ遊技機 

型 式 名 Ｐクイーンズブレイド４Ｖ１Ａ 

製 造 業 社 名 株式会社高尾 

検 定 番 号 ４Ｐ１０６０ 

検 定 の 有 効 期 間 令和６年11月８日から３年間 

５ 

申 請 者 の 氏 名 又 

は 名 称 及 び 住 所 

株式会社ミズホ 

東京都江東区有明三丁目７番２６号有明フロンティアビルＡ棟 

法 人 に あ っ て は 、 

そ の 代 表 者 の 氏 名 

 

海老原信夫 

型 式 

の 

概 要 

遊技機の種類 ぱちんこ遊技機 

遊技機の区分 ぱちんこ遊技機 

型 式 名 ＰハネモノファミリースタジアムＭＤ 

製 造 業 社 名 株式会社ミズホ 

検 定 番 号 ４Ｐ０２３７ 

検 定 の 有 効 期 間 令和６年11月８日から３年間 

 

申 請 者 の 氏 名 又 

は 名 称 及 び 住 所 

 

 

法 人 に あ っ て は 、 

そ の 代 表 者 の 氏 名 

 

 

型 式 

の 

概 要 

遊技機の種類  

遊技機の区分  

型 式 名  

製 造 業 社 名  

検 定 番 号  

検 定 の 有 効 期 間  

 

申 請 者 の 氏 名 又 

は 名 称 及 び 住 所 

 

法 人 に あ っ て は 、 

そ の 代 表 者 の 氏 名 

 

型 式 

の 

概 要 

遊技機の種類  

遊技機の区分  

型 式 名  

製 造 業 社 名  

検 定 番 号  

検 定 の 有 効 期 間  

 

申 請 者 の 氏 名 又 

は 名 称 及 び 住 所 

 

法 人 に あ っ て は 、 

そ の 代 表 者 の 氏 名 

 

 

型 式 

の 

概 要 

遊技機の種類  

遊技機の区分  

型 式 名  

製 造 業 社 名  

検 定 番 号  

検 定 の 有 効 期 間   


